
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ） 

（４５）【発行日】平成２１年６月２２日（２００９．６．２２） 

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ） 

（１１）【登録番号】意匠登録第１３６３５３４号（Ｄ１３６３５３４） 

（２４）【登録日】平成２１年５月２２日（２００９．５．２２） 

（５４）【意匠に係る物品】安全コード 

【部分意匠】 

【本意匠の意匠登録番号】意匠登録第１３３６７４９号（Ｄ１３３６７４９） 

【本意匠に係る他の関連意匠の意匠登録番号】意匠登録第１３６３５３５号（Ｄ１３６３５３５） 

（５２）【意匠分類】Ｊ６－１２ 

（５１）【国際意匠分類（参考）】２９－０２ 

（２１）【出願番号】意願２００８－１７８４１（Ｄ２００８－１７８４１） 

（２２）【出願日】平成２０年７月１０日（２００８．７．１０） 

（７２）【創作者】 

【氏名】寺尾 公志 

【住所又は居所】東京都新宿区新宿５－８－２ 高野ビル１００６号 有限会社パップ工業デザイン研究所内 

（７２）【創作者】 

【氏名】渡辺 一郎 

【住所又は居所】新潟県三条市塚野目２１９０番地５ トップ工業株式会社内 

（７３）【意匠権者】 

【識別番号】５９８０３８１２０ 

【氏名又は名称】有限会社パップ工業デザイン研究所 

【住所又は居所】東京都新宿区新宿５丁目８番２号 

（７３）【意匠権者】 

【識別番号】０００１１０２２８ 

【氏名又は名称】トップ工業株式会社 

【住所又は居所】新潟県三条市塚野目２１９０番地５ 

（７４）【代理人】 

【識別番号】１０００７５１４４ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】井ノ口 壽 

【審査官】本多 誠一   

（５５）【意匠に係る物品の説明】作業者がコードの一端側を工具に連結し、他端を衣服やベルトに連結して、工具

の落下や紛失を防止するために使用する。安全コードのナスカンとコードは、内部の構造を説明するための参考斜

視図で展開的に表されているように、それぞれ回転可能に結合されている。 

（５５）【意匠の説明】実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、

部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。図面中、省略部分は

願書添付図面上３０ｃｍである。背面図は正面図と、右側面図は左側面図と、Ｂ－Ｂ’断面図はＡ－Ａ’断面図とそれ

ぞれ対称に表れるので省略する。 

【図面】 

【正面図】 



 

【左側面図】 

 

【平面図】 

 

【底面図】 

 

【Ａ－Ａ’断面図】 

 

【内部の構造を説明するための参考斜視図】 

 


